
医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言とは？
厚生労働省は、医療・介護・保育分野で、職業安定法と職業安定法に基づく指針を遵守することを

有料職業紹介事業者自らが宣言する「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」を実施しています。

令和３年６月10日現在、330事業主・879事業所が宣言しています。

医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言サイト
https://iryokaigohoiku-sengen.info/

※サイトの概要は裏面をご覧ください。

厚生労働省職業安定局雇用政策課民間人材サービス推進室 LL030621政01

「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言」を活用ください

～ 宣言の専用サイトを開設しました～

宣言事業者は、職業安定法と職業安定法に基づく指針を遵守し、適正な事業運営を行っていることを

自ら宣言しています。医療・介護・保育分野の有料職業紹介を検討する際は、ぜひ宣言事業者をご活用

ください。

【求人者の皆さまへ】宣言事業者の活用をご検討ください

【職業紹介事業者の皆さまへ】宣言についてご検討をお願いします

＜宣言するメリットは？＞

宣言をいただいた事業者については、厚生労働省が運営する「人材サービス総合サイト」への表

示に加え、「医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言サイト」を通じて、求人者に周知を図るこ

とで、適正な事業運営を行う職業紹介事業者が、求人者から選択される環境を整備していきます。

＜宣言はどうやって行うの？＞
①宣言書に記載されている各項目をご確認ください。

②記載内容を遵守している項目をチェック（☑）して、所定事項をご記載ください。

③下記提出先まで郵送で提出をお願いします。

■宣言書

以下のURLからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html

■提出先（郵送のみ）

・厚生労働省職業安定局雇用政策課民間人材サービス推進室

住所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２

電話 03-5253-1111 （内線：5874・5875）

https://iryokaigohoiku-sengen.info/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html


厚生労働省職業安定局雇用政策課民間人材サービス推進室

「宣言事業者一覧」を
クリックすると宣言事
業者の一覧が表示され
ます

キーワードで宣言事業
所を検索できます

「都道府県名」をク
リックすると、所在地
の宣言事業所が表示さ
れます

宣言サイト（概要）

「医療」「介護」「保
育」の分野別に宣言事
業所を検索できます

複数条件による検索
も可能です

LL030621政01


